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記載要領（別紙２関係）

１ この表は、建設業法（昭和 年法律第 号）別表第一の上欄に掲げる建設工事の24 100
種類ごとに作成すること。また、事業年度ごとに作成すること。

２ この表には、申請をする日の属する事業年度の前事業年度に完成工事高として計上し

た建設工事について記載すること。

３ 下請工事については 「発注者」の欄には当該下請工事の直接の発注者の商号又は名、

称を記載し 「工事名」の欄には当該下請工事の名称を記載すること。、

４ 「元請又は下請の別」の欄は、元請工事については「元請」と、下請工事については

「下請」と記載すること。

５ 「ＪＶの別」の欄は、共同企業体（ＪＶ）として行った工事について「ＪＶ」と記載

すること。

６ 「完成工事高」の欄は、原則として、外国子会社の会計期間に基づく期中平均相場の

数値を用いて日本円に換算した額を記載すること。共同企業体（ＪＶ）として行った工

事については、共同企業体全体の完成工事高に出資の割合を乗じた額又は分担した工事

額を記載すること。また、工事進行基準を採用している場合には、審査基準日における

工事契約金額を括弧書で付記すること。

７ 「完成工事高」の「うち、ＰＣ、法面処理、鋼橋上部」の欄は、次の表の（一）欄に

掲げる建設工事について外国工事経歴書を作成する場合において、同表の（二）欄に掲

げる工事があるときに、同表（三）に掲げる略称に丸を付し、工事ごとに同表の（二）

欄に掲げる工事に該当する完成工事高を記載すること。

（一） （二） （三）

プレストレストコンクリート工事 ＰＣ土木一式工事

とび・土工・コンクリート工事 法面処理工事 法面処理

鋼構造物工事 鋼橋上部工事 鋼橋上部

８ 小計 の欄は ページごとの工事の件数の合計 完成工事高の合計及び７により Ｐ「 」 、 、 「

Ｃ 「法面処理」又は「鋼橋上部」について完成工事高を区分して記載した額の合計」、

を記載すること。

９ 「合計」の欄は、最終ページにおいて、すべての工事の件数の合計、完成工事高の合

計及び７により「ＰＣ 「法面処理」又は「鋼橋上部」について完成工事高を区分し」、

て記載した額の合計を記載すること。


